
土 地 区 画 整 理 法 第 ７ ７ 条 第 ８ 項 に も と づ く 認 可 取 扱 基

準

１ 目 的

こ の 基 準 は 、 土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 ２ ９ 年 法 律 第 １ １ ９ 号 。 以

下 「 法 」 と い う 。） 第 ７ ７ 条 第 ８ 項 の 規 定 に も と づ く 建 築 物 等 の

移 転 ま た は 除 却 （ 以 下 「 移 転 等 」 と い う 。） に か か る 認 可 （ 以 下

「 認 可 」 と い う 。） に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と

す る 。

２ 認 可 基 準

青 梅 市 長 （ 以 下 「 市 長 」 と い う 。） は 、 移 転 等 に つ い て 、 次 に

掲 げ る 第 １ 号 、第 ２ 号 お よ び 第 ４ 号 ア の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 、

ま た は 第 １ 号 、第 ３ 号 お よ び 第 ４ 号 イ の い ず れ に も 該 当 す る 場 合

に 認 可 す る も の と す る 。

(1) 法 第 ７ ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 場 合

(2) 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 者 （ 以 下 「 施 行 者 」 と い う 。） が 法

第 ７ ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 お よ び 照 会 の 手 続 を 行 っ た

場 合

(3) 施 行 者 の 過 失 な く 建 築 物 等 の 所 有 者 ま た は 占 有 者 を 確 知 す

る こ と が で き な い と き で 、施 行 者 が 法 第 ７ ７ 条 第 ４ 項 、第 ５ 項

お よ び 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 公 告 手 続 お よ び 同 項 の 規 定 に よ る

通 知 を 行 っ た 場 合

(4) 次 の ア お よ び イ に 掲 げ る 区 分 に 応 じ て 、当 該 ア お よ び イ に 掲

げ る 期 限 を 経 過 し た 後 で の 移 転 ま た は 除 却 で あ る こ と 。

ア 第 ２ 号 に 該 当 す る 場 合 法 第 ７ ７ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 期 限

イ 前 号 に 該 当 す る 場 合 法 第 ７ ７ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 期 限

３ 認 可 の 申 請

認 可 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。） は 、 市 長

に 建 築 物 等 の 移 転（ 除 却 ）認 可 申 請 書（ 様 式 第 １ 号 ）を 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。

４ 認 可 の 決 定 等

市 長 は 、認 可 に か か る 申 請 が あ っ た と き は 、第 ２ 項 に 規 定 す る



認 可 基 準 に も と づ き そ の 可 否 を 決 定 し 、そ の 旨 を 当 該 申 請 者 に 認

可 通 知 書（ 様 式 第 ２ 号 ）ま た は 不 認 可 通 知 書（ 様 式 第 ３ 号 ）に よ

り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

５ 移 転 等 の 工 事 期 間 変 更 認 可 基 準

市 長 は 、前 項 で 認 可 し た 移 転 等 に 、災 害 そ の 他 当 初 予 見 し え な

か っ た 事 情 の 変 化 が 生 じ た 場 合 は 、移 転 等 の 期 間 の 変 更 を 認 め る

こ と が で き る 。

６ 移 転 等 の 工 事 期 間 変 更 認 可 申 請

第 ４ 項 の 認 可 を 受 け た 移 転 等 の 期 間 を 変 更 し よ う と す る 者（ 以

下 「 変 更 申 請 者 」 と い う 。） は 、 市 長 に 移 転 （ 除 却 ） 工 事 期 間 変

更 認 可 申 請 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

７ 移 転 等 の 工 事 期 間 変 更 認 可 の 決 定 等

市 長 は 、 移 転 等 の 期 間 変 更 認 可 に か か る 申 請 が あ っ た と き は 、

第 ５ 項 に 規 定 す る 移 転 等 の 工 事 期 間 変 更 認 可 基 準 に も と づ き そ

の 可 否 を 決 定 し 、そ の 旨 を 当 該 変 更 申 請 者 に 工 事 期 間 変 更 認 可 通

知 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） ま た は 工 事 期 間 変 更 不 認 可 通 知 書（ 様 式 第 ６

号 ） に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

８ 認 可 の 取 消 し

市 長 は 、次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、認 可 を 取 り 消 す こ と

が で き る 。

(1) 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 認 可 を 受 け た と き 。

(2) 認 可 の 内 容 お よ び こ れ に 付 し た 条 件 そ の 他 法 令 に 違 反 し た

と き 。

９ 実 施 期 日

こ の 基 準 は 、 令 和 ７ 年 ９ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。



様式第１号

建築物等の移転（除却）認可申請書

年 月 日

青梅市長 様

〇〇土地区画整理組合

住 所

氏 名

〇〇土地区画整理事業の施行地区内の下記の建築物等は、土地区

画整理事業の施行上、移転 (除 却 )す る こと が 必要 とな り、そ の所有

者 および占有者に対し、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９

号 。 以下 「 法 」と い う 。） (第 ７ ７ 条 第 ２ 項 ・ 第 ７ ７ 条 第 ４ 項 )に も

と づ く手 続を 行 いま した 。

し かし 、法第７７条第３ 項に規定する期限または同条第７項に規

定 す る 期 限 を 経 過 し て も 所 有 者 自 ら が 下 記 の 建 築 物 等 を 移 転 （ 除

却）しないため、同条第８項の規定により、申請者が下記の建築物

等の移転 (除 却 )を す るた めの 認 可を 受け た く申 請いたします。

記

１ 建築物等の所在

２ 建築物等の所有者または占有者の住所および氏名

３ 建築物等の構造および数量

４ 添付書類

(1) 仮 換 地 指 定通 知書 の写 し

(2) 通 知 およ び 照会 の写 し (法 第 ７７ 条 第２ 項に 該当 す る場 合 )

(3) 建築物等の所有者の回答の写し(法第７７条第２項に該当する場合)

(4) 政令で定める公告の写し (法第７７条第４項に該当する場合 )

(5) 移 転 （除 却 ）実 施計 画 書

(6) そ の 他必 要 な書 類



様式第２号

青 第 号

建築物等の移転（除却）認可通知書

〇〇土地区画整理組合

住 所

氏 名

年 月 日付け 号で申請のあった土地区画整理法（昭和２９

年 法 律 第 １ １ ９ 号 ） 第 ７ ７ 条 第 ８ 項 の 規 定 に よ る 建 築 物 等 の 移 転

（除却）については、下記のとおり認可する。

年 月 日

青梅市長

記

１ 建築物等の所在

２ 建築物等の所有者または占有者の住所および氏名

３ 建築物等の構造および数量

４ 工事期間

５ 工事概要

６ その他



様式第３号

青 第 号

不認可通知書

〇〇土地区画整理組合

住 所

氏 名

年 月 日付け 号で申請のあった土地区画整理法（昭和２９

年 法 律 第 １ １ ９ 号 ） 第 ７ ７ 条 第 ８ 項 の 規 定 に よ る 建 築 物 等 の 移 転

（除却）については、下記の理由により認可しない。

年 月 日

青梅市長

記

理由

（教示）

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して３月以内に、青梅市長に対して審査請求

をすることができます（なお、この決定があったことを知った日

の翌日から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日か

ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る と 審 査 請 求 を す る こ と が で き な く な

ります 。）。

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日

から起算して６月以内に、青梅市を被告として（訴訟において青

梅市を代表する者は青梅市長となります。）、処分の取消しの訴え

を提起することができます（なお、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌



日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す

ることができなくなります。）。

３ ただし、上記１の審査 請求をした場合には、当該審査請求に対

す る 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ 月 以 内

に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該

審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算

して６月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年

を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な

ります 。）。



様式第４号

移転（除却）工事期間変更認可申請書

年 月 日

青梅市長 様

〇〇土地区画整理組合

住 所

氏 名

年 月 日 付 け 青 第 号 で 認 可 さ れ た 土 地 区 画 整 理 法

（昭和２９年法律第１１９号）第７７条第８項の規定による建築物

等の移転（除却）の工事期間について、下記のとおり変更する認可

を受けたく申請いたします。

記

１ 変更内容

変更前 年 月 日から 年 月 日まで

変更後 年 月 日から 年 月 日まで

増 減 日

２ 変更理由

３ 添付書類

(1) 移 転 （除 却 ）実 施計 画 書（ 期間 変 更後のもの）

(2) そ の 他必 要 な書 類

以 上



様式第５号

青 第 号

工事期間変更認可通知書

〇〇土地区画整理組合

住 所

氏 名

年 月 日付け 号で申請のあった土地区画整理法（昭和２９

年 法 律 第 １ １ ９ 号 ） 第 ７ ７ 条 第 ８ 項 の 規 定 に よ る 建 築 物 等 の 移 転

（除却）の工事期間の変更については、下記のとおり認可する。

年 月 日

青梅市長

記

１ 工事期間

変更前 年 月 日から 年 月 日まで

変更後 年 月 日から 年 月 日まで

増 減 日

２ その他

以 上



様式第６号

青 第 号

工事期間変更不認可通知書

〇〇土地区画整理組合

住 所

氏 名

年 月 日付けで申請のあった土地区画整理法（昭和２９年法

律第１１９号）第７７条第８項の規定による建築物等の移転（除却）

の工事期間の変更については、下記の理由により認可しない。

年 月 日

青梅市長

記

理由

（教示）

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して３月以内に、青梅市長に対して審査請求

をすることができます（なお、この決定があったことを知った日

の翌日から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日か

ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る と 審 査 請 求 を す る こ と が で き な く な

ります 。）。

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日

から起算して６月以内に、青梅市を被告として（訴訟において青

梅市を代表する者は青梅市長となります。）、処分の取消しの訴え

を提起することができます（なお、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌



日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す

ることができなくなります。）。

３ ただし、上記１の審査 請求をした場合には、当該審査請求に対

す る 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ 月 以 内

に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該

審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算

して６月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年

を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な

ります 。）。


